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(57)【要約】
【課題】複数の電子ブックを便利に管理及び検索できる
携帯端末機の電子ブック検索装置及び方法の提供。
【解決手段】各々１冊以上の電子ブックを含む電子ブッ
クのカテゴリを表示するディスプレイと、電子ブックの
カテゴリを検出された携帯端末機の移動に対応して電子
ブックをスクロール及び表示して検索し、該当カテゴリ
のタッチによって該当カテゴリを拡大し、この拡大した
カテゴリに含まれる１冊以上の電子ブックのうち少なく
とも一つを表示するように制御する制御部とを含む。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末機の電子ブック検索装置であって、
　各々１冊以上の電子ブックを含む電子ブックのカテゴリを表示するディスプレイと、
　前記電子ブックのカテゴリを検出された前記携帯端末機の移動に対応して電子ブックを
スクロール及び表示して検索し、該当カテゴリのタッチによって該当カテゴリを拡大し、
前記拡大したカテゴリに含まれる１冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つを表示する
ように制御する制御部と、
　を含むことを特徴とする携帯端末機の電子ブック検索装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記電子ブックのカテゴリを仮想の本棚で表示し、各カテゴリは前記仮想の本棚の本箱
を用いて区分して表示するように制御することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機
の電子ブック検索装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　該当カテゴリのタイトルが前記該当カテゴリの位置に表示されるように制御することを
特徴とする請求項１に記載の携帯端末機の電子ブック検索装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記各カテゴリのサイズは、それぞれ同一であるか、もしくはそれぞれのカテゴリに含
まれている１冊以上の電子ブックの数によってサイズが変更されるように制御することを
特徴とする請求項１に記載の携帯端末機の電子ブック検索装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記携帯端末機の傾斜又は動きが検出された場合、前記ディスプレイ部に表示されない
電子ブックのカテゴリを前記携帯端末機の検出された傾斜又は動きの方向及び速度に対応
してスクロール及び表示するように制御し、
　前記携帯端末機の検出された動きに対応して表示される前記電子ブックの速度は、前記
携帯端末機の検出された傾斜に対応して表示される速度よりも速いことを特徴とする請求
項１に記載の携帯端末機の電子ブック検索装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記携帯端末機の回転が検出された場合、前記携帯端末機のディスプレイ部に表示され
ない前記電子ブックの異なるカテゴリが前記携帯端末機の検出された回転方向に対応して
表示されるように制御することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機の電子ブック検
索装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　シングルタッチされた該当カテゴリ又は該当カテゴリのタイトルに含まれる電子ブック
のリストを表示し、前記電子ブックのリストからシングルタッチによって選択された電子
ブックのコンテンツについて、電子ブックビューアを実行して表示するように制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機の電子ブック検索装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　一つのカテゴリがマルチタッチで選択された場合、前記選択されたカテゴリが拡大され
、前記拡大されたカテゴリに含まれる１冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つが表示
され、シングルタッチで拡大されたカテゴリに含まれている電子ブックから選択された電
子ブックのコンテンツが電子ブックビューアの実行によって表示されるように制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機の電子ブック検索装置。
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【請求項９】
　前記制御部は、
　２つ以上のカテゴリが前記マルチタッチで選択された場合、前記マルチタッチで選択さ
れたカテゴリのうち最大数の電子ブックを有するカテゴリが拡大され、前記拡大されたカ
テゴリに含まれる電子ブックが表示され、前記拡大されたカテゴリに含まれている前記電
子ブックからシングルタッチにより選択された電子ブックのコンテンツが前記電子ブック
ビューアを実行して表示されるように制御することを特徴とする請求項８に記載の携帯端
末機の電子ブック検索装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記携帯端末機の移動が該当カテゴリの拡大及び表示中に検出された場合、前記携帯端
末機の移動が検出される前に前記ディスプレイ部に表示されていない電子ブックの異なる
カテゴリが、検出された携帯端末機の移動方向に対応してスクロール及び拡大表示される
ように制御することを特徴とする請求項８に記載の携帯端末機の電子ブック検索装置。
【請求項１１】
　携帯端末機の電子ブック検索方法であって、
　各々１冊以上の電子ブックを含む電子ブックのカテゴリを表示するステップと、
　前記携帯端末機が移動した場合、前記携帯端末機の移動に対応して前記電子ブックのカ
テゴリをスクロール及び表示して前記電子ブックを検索するステップと、
　該当カテゴリに対するタッチが検出された場合、前記タッチされたカテゴリを拡大し、
前記拡大されたカテゴリに含まれている１冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つを表
示するステップと、
　を具備することを特徴とする携帯端末機の電子ブック検索方法。
【請求項１２】
　前記電子ブックのカテゴリは仮想の本棚に表示され、各カテゴリは、前記仮想の本棚の
本箱を用いて区分して表示されることを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機の電子
ブック検索方法。
【請求項１３】
　前記該当カテゴリの位置に、前記該当カテゴリのタイトルを表示するステップをさらに
具備することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機の電子ブック検索方法。
【請求項１４】
　各カテゴリのサイズは、同一であるか、あるいはそれぞれのカテゴリに含まれている１
冊以上の電子ブックの数によってサイズを変更することを特徴とする請求項１１に記載の
携帯端末機の電子ブック検索方法。
【請求項１５】
前記電子ブックを検索して表示するステップは、
　前記携帯端末機の傾斜が検出された場合に、前記検出された傾斜の方向及び速度に対応
して前記携帯端末機のディスプレイ部に表示されない前記電子ブックのカテゴリをスクロ
ール及び表示するステップと、
　前記携帯端末機の動きが検出された場合に、前記検出された動きの方向と速度に対応し
て、前記検出された傾斜に対応して電子ブックをスクロール及び表示する速度よりは速く
、前記携帯端末機のディスプレイ部に表示されない前記電子ブックのカテゴリをスクロー
ル及び表示するステップと、
　前記携帯端末機の回転が検出された場合に、前記検出された回転の方向に対応して前記
携帯端末機のディスプレイ部に表示されない前記電子ブックの異なるカテゴリを表示する
ステップと
　を具備することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機の電子ブック検索方法。
【請求項１６】
　前記タッチされたカテゴリを拡大し、前記拡大されたカテゴリに含まれる１冊以上の電
子ブックのうち少なくとも一つを表示するステップは、
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　該当カテゴリのシングルタッチ又は該当カテゴリのタイトルのシングルタッチが検出さ
れた場合に、前記シングルタッチされたカテゴリの電子ブックリストを表示するステップ
と、
　前記電子ブックのリストから所定の電子ブックが選択された場合、電子ブックビューア
を実行して前記選択された電子ブックを表示するステップと、
　を具備することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機の電子ブック検索方法。
【請求項１７】
　前記タッチされたカテゴリを拡大し、１冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つを表
示するステップは、
　一つ以上のカテゴリにマルチタッチが検出された場合、前記マルチタッチされた一つ以
上のカテゴリの数を確認するステップと、
　一つのカテゴリに前記マルチタッチが検出された場合、前記一つのカテゴリを拡大する
ステップと、
　２つ以上のカテゴリに前記マルチタッチが検出された場合、前記マルチタッチされたカ
テゴリのうち最大数の電子ブックを有するカテゴリを拡大するステップと、
　前記拡大したカテゴリに含まれている１冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つを表
示するステップと、
　前記拡大したカテゴリの前記電子ブックを表示する間に所定の電子ブックがシングルタ
ッチによって拡大された場合に、電子ブックビューアを実行して前記選択された電子ブッ
クを表示するステップと、
　を具備することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機の電子ブック検索方法。
【請求項１８】
　前記カテゴリを拡大する際に前記携帯端末機の移動が検出され、前記拡大したカテゴリ
に含まれている１冊以上の電子ブックのうち少なくとも１冊を表示する場合に、前記検出
された移動の方向により、前記携帯端末機のディスプレイ部に表示されない異なるカテゴ
リの電子ブックをスクロール及び拡大表示するステップをさらに具備することを特徴とす
る請求項１７に記載の携帯端末機の電子ブック検索方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末機の電子ブック検索装置及びその方法に係り、より詳しくは、携帯
端末機で複数の電子ブックを便利に管理及び検索できる携帯端末機の電子ブック検索装置
及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット技術及びデジタル技術の発展に伴い、最近、デジタル方式で製作される
書籍が増加しており、このようなデジタル方式で製作された書籍は電子ブック（ｅ－ｂｏ
ｏｋ）と呼ばれている。
　電子ブックは、紙やインク等の材料を必要とせず、印刷の必要もないため非常に低コス
トで製作でき、在庫に対する不安もなく、流通費もかからないという長所があり、これか
らのデジタル化時代には広く普及すると予想されている。現在、電子ブックの市場占有率
は非常に低いものであるが、出版される電子ブックの数は日に日に増加しており、電子ブ
ックは、今後ますます市場規模が拡大し、出版業界において将来非常に大きな部分を占め
ると予測されている。
【０００３】
　電子ブックには、上記以外にも多くの長所があり、例えば、改訂を要する場合にも改訂
した部分だけを製作し、読者に送信すればよく、読者が改めて改訂版を購入する必要がな
いことや、低コストで多量の情報を読者に提供することができるといった長所を有する。
【０００４】
　電子ブックを購読するために、読者は、コンピュータに電子ブックプログラムを読み込
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み、電子ブックを読む際にこのプログラムを実行させている。電子ブックプログラムは、
デスクトップ用コンピュータやノートパソコンだけでなく、ＨＰＣ（Ｈａｎｄｈｅｌｄ　
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、パームサイズＰＣ（Ｐａｌｍ　ＰＣ）、ＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯端末機といった携帯
デバイスにも読み込むことができる。
【０００５】
　電子ブックプログラムが読み込まれた携帯端末機に収納されている電子ブックを読もう
とする場合、ユーザーは、一般的にスクロール動作によって電子ブックを検索している。
　図１のＡ、Ｂは、従来技術による携帯端末機における電子ブックの検索動作を示してい
る。図１のＡ、Ｂに示すように、携帯端末機は特定分類なしに収納されている電子ブック
を表示するため、ユーザーは、スクロール動作によって希望する電子ブックを検索してい
る。
　そのため、携帯端末機に多量の電子ブックが収納されている場合には、ユーザーは、希
望する電子ブックを探すために多くのスクロール動作を行わなければならないという不便
さがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許出願公開２００９－０１２８３１４号明細書
【特許文献２】韓国特許出願公開２００８－００００４８５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記従来技術の問題点を解決するためのものであって、本発明の目的は、携帯
端末機における複数の電子ブックを便利に管理、検索可能な携帯端末機の電子ブック検索
装置及びその方法を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、携帯端末機においてユーザーがアナログ感覚で使用できる
携帯端末機の電子ブック検索装置及びその方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施形態に係る携帯端末機の電子ブック検索装
置は、各々１冊以上の電子ブックを含む電子ブックのカテゴリを表示するディスプレイと
、電子ブックのカテゴリを検出された携帯端末機の移動に対応して電子ブックをスクロー
ル及び表示して検索し、該当カテゴリのタッチによって該当カテゴリを拡大し、この拡大
したカテゴリに含まれる１冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つを表示するように制
御する制御部とを含む。
【０００９】
　本発明の他の実施形態によれば、携帯端末機における電子ブック検索方法を提供する。
上記方法は、各々１冊以上の電子ブックを含む電子ブックのカテゴリを表示するステップ
と、携帯端末機が移動した場合、携帯端末機の移動によって電子ブックのカテゴリをスク
ロール及び表示して電子ブックを検索するステップと、該当カテゴリに対するタッチを検
出した場合、タッチされたカテゴリを拡大し、この拡大されたカテゴリに含まれている１
冊以上の電子ブックのうち少なくとも一つを表示するステップとを具備する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、携帯端末機の電子ブック検索装置及び方法を提供することによって、携帯端
末機で便利に格納及び検索でき、ユーザーにアナログ感覚を提供できる効果を有する。
　本発明における実施形態、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べる以下の詳細な説
明から、一層明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】Ａ、Ｂは、従来技術による携帯端末機における電子ブックの検索動作を示す図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係る携帯端末機のブロック構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る携帯端末機における電子ブックを検索するプロセスを
示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る携帯端末機における電子ブックを検索するプロセスを
示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態に係る携帯端末機における電子ブックを検索するプロセスを
示すフローチャートである。
【図６】Ａ、Ｂは、図３～５に示した仮想の本棚を示す図である。
【図７】図３～５のカテゴリ別に分類された仮想の本棚を示す図である。
【図８】Ａ、Ｂは、図３～５における携帯端末機の移動による電子ブックのカテゴリを通
じてスクロールすることを示す図である。
【図９】図３～５の該当カテゴリのシングルタッチによる動作を示す図である。
【図１０】Ａ、Ｂは、図３～５における少なくとも一つの該当カテゴリのマルチタッチに
よる動作を示す図である。
【図１１】図３～５で選択された該当カテゴリの拡大を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の望ましい実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
　図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で
定められた本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するものであり、一つの
実施形態に過ぎない。したがって、本発明の技術的範囲及び趣旨を逸脱することなく、こ
こに説明する実施形態の様々な変更及び修正が可能であるということは、当該技術分野に
おける通常の知識を有する者には明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業
者に良く知られている機能や構成に関する具体的な説明は、省略する。
【００１３】
　本明細書中の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるもの
ではなく、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する
。従って、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明
の実施形態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するも
のでないことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【００１４】
　図２は、本発明の一実施形態に係る携帯端末機を示すブロック構成図である。
　図２を参照すると、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部１２３は、携帯端末機
の無線通信機能を遂行し、送信される信号の周波数をアップコンバート及び増幅するＲＦ
送信器と、受信される信号を低雑音増幅して周波数をダウンコンバートするＲＦ受信器と
を含む。
　データ処理部１２０は、送信される信号を符号化及び変調する送信器と、受信された信
号を復調及び復号化する受信器とを含む。すなわち、データ処理部１２０は、モデム（ｍ
ｏｄｅｍ）及びコーデック（ｃｏｄｅｃ）で構成される。ここで、コーデックは、パケッ
トデータなどを処理するデータコーデックと、音声などのオーディオ信号を処理するオー
ディオコーデックとを含む。
　オーディオ処理部１２５は、データ処理部１２０のオーディオコーデックから出力され
る受信オーディオ信号についてスピーカを介して再生し、あるいはマイクによって生成さ
れる送信オーディオ信号をデータ処理部１２０のオーディオコーデックに伝送する。
【００１５】
　キー入力部１２７は、数字及び文字情報を入力するためのキー及び各種機能を設定する
ための機能キーを含む。
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　メモリ１３０は、プログラムメモリとデータメモリで構成されることができる。このプ
ログラムメモリは、携帯端末機の一般的な動作を制御するためのプログラム及び携帯端末
機に格納されている電子ブックが仮想の本棚を通じてカテゴリ別に分類及び表示されるよ
うに制御するプログラムを格納できる。
【００１６】
　制御部１１０は、携帯端末機の一般的な動作を制御する機能を遂行する。
　本発明の実施形態において、制御部１１０は、仮想の本棚を通じてカテゴリ別に分類さ
れた電子ブックを表示し、この仮想の本棚の本箱によってカテゴリが分類され、表示され
るように制御する。
　また、制御部１１０は、本実施形態において、電子ブックが仮想の本棚でカテゴリ別に
表示される場合には、各カテゴリに含まれている電子ブックが該当カテゴリの位置に該当
カテゴリのタイトルと共に表示されるように制御する。
【００１７】
　さらに、本発明の実施形態において、仮想の本棚で電子ブックを分類して表示するカテ
ゴリのサイズは、すべて同一であるか、あるいは各々のカテゴリに含まれた電子ブックの
個数によって可変表示されるように、制御部１１０によって制御される。ここで、本発明
の実施形態において、電子ブックの各カテゴリは、該当カテゴリに含まれている電子ブッ
クの個数に対応する視覚表示を含まないことがある。また、他の実施形態においては、電
子ブックの各カテゴリは、該当カテゴリに含まれる各電子ブックのための視覚表示を含む
。さらに、他の実施形態において、電子ブックの各カテゴリは、該当カテゴリに含まれる
電子ブックの個数を示す視覚表示を含むことができ、該当カテゴリに含まれる電子ブック
の個数の視覚表示は、他のカテゴリに関連した該当カテゴリに含まれる電子ブックの個数
を示すこともできる。
【００１８】
　制御部１１０は、本発明の実施形態において、ユーザーによって該当位置で該当カテゴ
リが設定され、設定された該当カテゴリの位置及びタイトルが修正又は削除されるように
制御し、携帯端末機の移動により、仮想の本棚でカテゴリ別に分類された電子ブックをス
クロール及び表示するように制御する。本発明の一実施形態において、携帯端末機の移動
は、携帯端末機の傾斜、動き、及び回転のうち少なくとも一つを含む。
【００１９】
　制御部１１０は、本発明の実施形態において、携帯端末機の傾斜が検出された場合、携
帯端末機で検出される上下左右傾斜の方向及び速度によって携帯端末機のディスプレイ部
に表示されない仮想本棚の電子ブックのカテゴリをスクロール及び表示して検索するよう
に制御する。
　また、制御部１１０は、携帯端末機の動きが検出された場合、携帯端末機で検出された
動きの上下左右の方向及び速度によって、携帯端末機のディスプレイ部に表示されない仮
想本棚の電子ブックのカテゴリをスクロール及び表示して検索するように制御する。ここ
で、電子ブックのカテゴリに対するスクロール及び表示は、携帯端末機の傾斜に対応した
場合に比べ動きに対応した場合の方がより速くなり得る。
【００２０】
　また、制御部１１０は、本発明の実施形態において、携帯端末機で回転が検出された場
合、上下左右の回転方向によって携帯端末機のディスプレイ部に表示されない他の仮想本
棚にカテゴリ別に分類された電子ブックを表示するように制御する。
　また、制御部１１０は、本発明の実施形態において、仮想の本棚でカテゴリ別に分類さ
れた電子ブックを表示する間に、シングルタッチを該当カテゴリ又は該当カテゴリのタイ
トルにおいて検出した場合、該当カテゴリに含まれている電子ブックリストをポップアッ
プウィンドウで表示し、電子ブックリストからシングルタッチにより選択された電子ブッ
クのコンテンツを電子ブックビューアの実行により表示するように制御する。
【００２１】
　また、制御部１１０は、本発明の実施形態において、仮想の本棚でカテゴリ別に分類さ
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れた電子ブックを表示する間に、同一のカテゴリにマルチタッチが検出された場合、該当
カテゴリを拡大し、拡大したカテゴリに含まれている１冊以上の電子ブックを表示し、こ
の電子ブックからシングルタッチにより選択された電子ブックのコンテンツを電子ブック
ビューアの実行により表示するように制御する。
　また、制御部１１０は、本発明の実施形態において、仮想の本棚でカテゴリ別に分類さ
れた電子ブックを表示する間に、２つのカテゴリにマルチタッチが検出された場合、より
多い数の電子ブックを含むカテゴリを拡大し、このカテゴリに含まれている１冊以上の電
子ブックを表示し、これら電子ブックからシングルタッチによって選択された電子ブック
のコンテンツを電子ブックビューアの実行により表示するように制御する。
【００２２】
　また、制御部１１０は、本発明の実施形態において、拡大されたカテゴリの電子ブック
を表示する間に携帯端末機の移動が感知された場合、携帯端末機の移動方向によって携帯
端末機のディスプレイ部に表示されない他のカテゴリの電子ブックをスクロールして拡大
表示するように制御する。
　このとき、携帯端末機の移動は傾斜及び動きのうち少なくとも一つを含み、携帯端末機
の傾斜又は動きによる電子ブックに対するスクロール動作は、仮想の本棚での携帯端末機
の移動による電子ブックのスクロール動作と実質的に同一である。
【００２３】
　加速度センサ１７０は、本発明の実施形態において、仮想の本棚を表示する間に、携帯
端末機の移動、すなわち一つ以上の傾斜、動き、及び回転を検出し、検出した信号を制御
部１１０に伝送する。
　また、加速度センサ１７０は、本発明の実施形態において、該当カテゴリを拡大して表
示する間にも、携帯端末機の移動、すなわち一つ以上の傾斜、動き、及び回転を検出し、
検出した信号を制御部１１０に伝送する。
【００２４】
　カメラ部１４０は、映像データを撮影し、撮影した光信号を電気的信号に変換するカメ
ラセンサと、カメラセンサにより撮影されるアナログ映像信号をデジタルデータに変換す
る信号処理部とを含む。カメラ部１４０は、デジタル信号及び同期信号を映像処理部１５
０に出力することができる。ここで、カメラセンサは、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ－Ｃｏｕｐ
ｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ－Ｏｘ
ｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサのうちの一つであることができ、信号処理
部はＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）を実装できる。また
、カメラセンサ及び信号処理部は一体的、あるいは別々に実装されることができる。
【００２５】
　映像処理部１５０は、カメラ部１４０から出力される映像信号をディスプレイ部１６０
に表示するためのＩＳＰ（Ｉｍａｇｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）を遂行し
、ＩＳＰには、一つ以上のガンマ校正、変更、空間的変化、イメージ効果、イメージスケ
ール、ＡＷＢ（Ａｕｔｏ　Ｗｈｉｔｅ　Ｂａｌａｎｃｅ）、ＡＥ（Ａｕｔｏ　Ｅｘｐｏｓ
ｕｒｅ）、ＡＦ（Ａｕｔｏ　Ｆｏｃｕｓ）のような機能が含まれる。映像処理部１５０は
、カメラ部１４０から出力された映像信号をフレーム単位で処理し、フレーム映像データ
をディスプレイ部１６０の特性及びサイズに合せて出力する。また、映像処理部１５０は
、映像コーデックを含み、ディスプレイ部１６０に表示されるフレーム映像データを設定
された方式で圧縮し、あるいは圧縮されたフレーム映像データを元のフレーム映像データ
に復元する機能を遂行する。ここで、映像コーデックとは、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈ
ｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）コーデック、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉ
ｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）４コーデック、ウェーブレット（
Ｗａｖｅｌｅｔ）コーデックなどを含む。映像処理部１５０は、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅ
ｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）機能を有することができ、制御部１１０の制御下で表示される画
面サイズでＯＳＤデータを出力することができる。
【００２６】
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　ディスプレイ部１６０は、映像処理部１５０から出力される映像信号を画面上に表示し
、制御部１１０から出力されるユーザーデータを表示する。ここで、ディスプレイ部１６
０は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＡＭＯＬＥＤ（Ａｃ
ｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ
）などを実装することができ、表示制御部、映像データが格納可能なメモリ、再生装置な
どを含むことができる。ここで、ＬＣＤ、ＡＭＯＬＥＤのうちの一つがタッチスクリーン
方式で実装された場合には、これらは入力部として動作することができ、このとき、キー
入力部１２７の一つ以上のキーはディスプレイ部１６０に表示することができる。
　また、ディスプレイ部１６０は、本発明の一実施形態において、仮想の本棚にカテゴリ
別に分類された電子ブックを表示する。
【００２７】
　次に、上記携帯端末機における電子ブック検索動作について、図３～図９を参照して詳
細に説明する。
　図３～５は、本発明の一実施形態に係る携帯端末機における電子ブックを検索する手順
を示すフローチャートである。
　図６のＡ、Ｂは、図３～５の仮想の本棚形態を示す。図７は、図３～５でカテゴリ別に
分類された仮想の本棚を説明するための図である。図８のＡ、Ｂは、図３～５で携帯端末
機の移動による電子ブックのスクロールを示す。図９は、図３～５で該当カテゴリのシン
グルタッチによる動作を示す。図１０のＡ、Ｂは、図３～５での少なくとも一つの該当カ
テゴリのマルチタッチによる動作を示す。図１１は、図３～５で選択された該当カテゴリ
の拡大を示す。
【００２８】
　図３～５を参照すると、電子ブック機能が選択されていない場合には、携帯端末機は、
通常機能を遂行する。一方、電子ブック機能が選択されている場合には、制御部１１０は
、ステップ３０１で選択を検出し、ステップ３０２で電子ブックがカテゴリ別に分類され
た仮想の本棚を表示する。
　仮想の本棚に関するカテゴリは、仮想本棚の各々の本箱により区別することができる。
各カテゴリは、ユーザーによって該当位置、すなわち該当本箱に設定でき、それぞれ設定
された該当カテゴリの位置及びタイトルは、ユーザーによって追加、修正、及び削除をす
ることが可能になっている。
【００２９】
　また、携帯端末機のユーザーが新たな電子ブックを購買した場合には、ユーザーが該当
カテゴリの位置に新たな電子ブックを指定するか、あるいは新たに購買した電子ブックの
情報に基づいて該当カテゴリに自動的に指定され、該当カテゴリの位置に表示するように
することができる。
　さらに、カテゴリは、ユーザーによって本箱ごとに一つずつ指定でき、ユーザーによっ
て一つ以上の発行日順、字順、購買順、又はテーマ別に分類することができるようになっ
ている。
【００３０】
　ステップ３０２で表示される仮想の本棚は、固定型あるいは並列型として表示すること
ができる。図６のＡは、固定型の仮想本棚を示すものであって、電子ブックの個数に関係
なく同一のサイズのカテゴリが表示される。したがって、電子ブックの数が一つのカテゴ
リに表示される電子ブックの最大数より大きい場合には、残りのブックは次のカテゴリに
表示される。
　図６のＢは、並列型の仮想本棚を示すものであって、電子ブックを表示するカテゴリの
サイズが格納する電子ブックの数によって柔軟に変更することができるようになっている
。
【００３１】
　ステップ３０２において、仮想本棚のサイズは、ディスプレイ部１６０の画面サイズと
同一なように表示でき、電子ブックのサイズも同一のサイズで表示することができ、これ
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らの電子ブックのそれぞれにはタイトルを表示することができる。また、仮想本棚のサイ
ズは、ディスプレイ部１６０の画面サイズより大きく、あるいは小さくすることもできる
。
　なお、ステップ３０２において、仮想の本棚でカテゴリ別に分類された電子ブックを表
示する場合、該当カテゴリのタイトルは、該当カテゴリと共に表示することができる。例
えば、該当カテゴリのタイトルは、該当カテゴリ内に表示することや、該当カテゴリの中
心に表示することや、あるいは該当カテゴリの近くに位置させて表示することができる。
図５を参照すれば、それぞれのタイトルは、電子ブックの分類に基づいたカテゴリの仮想
本棚に表示される。
【００３２】
　ステップ３０２において、仮想の本棚によってカテゴリ別に分類された電子ブックを表
示している間に携帯端末機が移動した場合、制御部１１０は、ステップ３０３において、
これを検出して携帯端末機の移動タイプを決定する。
　図４を参照すると、携帯端末機の移動が傾斜である場合には、加速度センサ１７０は、
ステップ３０４においてその傾斜を検出し、携帯端末機の傾斜方向及び速度に関する検出
信号を制御部１１０に伝送する。
　制御部１１０は、加速度センサ１７０からの検出信号を受信した場合、その検出信号に
基づき、上下左右のうち該当する傾斜の方向及び速度に対応してゆっくりとスクロールし
つつ、ディスプレイ部１６０に表示されない電子ブックのカテゴリをスクロール及び表示
するステップ３０５を遂行する。
【００３３】
　図８のＡには、携帯端末機の検出された傾斜によって電子ブックのカテゴリをスクロー
ルする動作を示している。
　携帯端末機の移動が動きである場合には、加速度センサ１７０は、ステップ３０６でこ
の動きを検出し、携帯端末機の動き方向及び速度に対する検出信号を制御部１１０に伝送
する。
　制御部１１０は、　加速度センサ１７０からの検出信号を受信した場合には、その検出
信号に基づき、上下左右のうち該当する動きの方向及び速度に対応して迅速にスクロール
しつつ、ディスプレイ部１６０に表示されない電子ブックのカテゴリをスクロール及び表
示するステップ３０７を遂行する。ここで、携帯端末機の動きに対応したカテゴリのスク
ロール及び速度は、携帯端末機の傾斜に対応したカテゴリのスクロール及び表示より速い
。
【００３４】
　さらに、携帯端末機の移動が回転である場合には、加速度センサ１７０は、ステップ３
０８においてその回転を検出し、携帯端末機の回転方向及び速度に対する感知信号を制御
部１１０に伝送する。
　制御部１１０は、加速度センサ１７０から受信した検出信号に基づき、上下左右回転の
うち該当する回転方向についての検出信号を、加速度センサ１７０から受信すると、受信
ディスプレイ部１６０に表示されない反対側に位置した他の仮想本棚でカテゴリ別に分類
された電子ブックを表示するステップ３０９を遂行する。
【００３５】
　図８のＢは、携帯端末機の動き及び回転方向に対応して電子ブックのカテゴリをスクロ
ールする動作を示す。
　制御部１１０は、ステップ３０２で仮想本棚を表示する間に、該当カテゴリ又は該当カ
テゴリのタイトルがシングルタッチされた場合、ステップ３１０においてそのシングルタ
ッチを検出し、ステップ３１１において、シングルタッチされたカテゴリの電子ブックリ
ストをポップアップウィンドウ形態で表示する。
　図９は、該当カテゴリのタイトルにシングルタッチが検出されたことによって、シング
ルタッチされた該当カテゴリに含まれている電子ブックリストを、ポップアップウィンド
ウ形態で拡大して表示する動作を示す。
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【００３６】
　ステップ３１１において、電子ブックのリストを表示する間にシングルタッチによって
電子ブックリストから所定の電子ブックが選択された場合、制御部１１０は、図５のステ
ップ３１７においてこのシングルタッチを検出し、ステップ３１８において電子ブックビ
ューアの実行を通じて選択された電子ブックのコンテンツを表示する。
　一方、ステップ３０２で、仮想の本棚を表示する間にマルチタッチが検出された場合に
は、制御部１１０は、ステップ３１２においてこのマルチタッチを検出し、マルチタッチ
されたカテゴリの数を決定する。
【００３７】
　マルチタッチが図１０のＡに示すように同一のカテゴリですべて検出された場合には、
制御部１１０は、図５のステップ３１３においてこのマルチタッチを検出し、ステップ３
１４において、該当カテゴリをディスプレイ部１６０の画面サイズと同一に、あるいは異
なるサイズに拡大して該当カテゴリの一つ以上の電子ブックを表示する。
　しかしながら、マルチタッチが図１０のＢに示すように相互に異なる２つのカテゴリで
検出された場合には、制御部１１０は、ステップ３１５において、このマルチタッチを検
出し、ディスプレイ部１６０の画面サイズと同一に、又は異なるサイズに拡大し、該当カ
テゴリの１冊以上の電子ブックを表示する。
【００３８】
　本発明の一実施形態において、図１０のＢに示すように、２つの異なるカテゴリでマル
チタッチが検出された場合、４つのカテゴリが選択される。したがって、制御部１１０は
、他の３個のタッチされたカテゴリに比べて最大数の電子ブックを含むカテゴリをディス
プレイ部１６０の画面サイズと同一のサイズ、又は異なるサイズに拡大して表示する。ま
た、この実施形態では、マルチタッチを通じて４個以上のカテゴリが選択された場合には
、制御部１１０は、このマルチタッチを無効にし、ユーザーがカテゴリを再選択するよう
にうながす。
【００３９】
　図１１は、マルチタッチを通じて選択されたカテゴリの拡大及び表示動作を示す。
　ステップ３１４又はステップ３１６において、該当カテゴリを拡大して電子ブックを表
示する間に、シングルタッチによって所定の電子ブックが選択された場合、制御部１１０
は、ステップ３１７においてこの電子ブックの選択を検出し、ステップ３１８において、
電子ブックビューアを実行して選択された電子ブックのコンテンツを表示する。
【００４０】
　一方、ステップ３１４又はステップ３１６において、該当カテゴリを拡大して電子ブッ
クを表示する間に携帯端末機が移動した場合には、加速度センサ１７０は、ステップ３１
９においてこの移動を検出し、携帯端末機の移動方向及び速度に対する検出信号を制御部
１１０に伝送する。そして、制御部１１０は、携帯端末機の移動を検出すると、該当移動
方向及び速度に対応して、異なるカテゴリに含まれている電子ブックが表示されるステッ
プ３２０を遂行し、ディスプレイ部１６０に表示されない拡大された電子ブックのカテゴ
リをスクロール及び表示する。
　ステップ３１９及びステップ３２０において、携帯端末機の移動は、携帯端末機の傾斜
及び動き動作を含み、携帯端末機の傾斜及び動き動作による異なるカテゴリをスクロール
する動作は、図４のステップ３０４～３０７とほぼ同じである。
【００４１】
　本発明の実施形態においては、仮想の本棚を通じて電子ブックをカテゴリ別に分類して
表示することを例として説明したが、仮想の本棚はもちろん、電子ブックをカテゴリ別に
分類して表示できるすべての仮想の項目を採用することができる。
【００４２】
　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求
の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知
識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定され
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るものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべき
である。
【符号の説明】
【００４３】
１１０　制御部
１２０　データ処理部
１２３　ＲＦ部
１２５　オーディオ処理部
１２７　キー入力部
１３０　メモリ
１４０　カメラ部
１５０　映像処理部
１６０　ディスプレイ部
１７０　加速度センサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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